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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】折り紙のＴシャツを利用し１００円均一の携帯
ティッシュが一つ入る大きさです丹後ちりめん、友禅ち
りめん（日本伝統の物）を素材として使用のこと一枚布
を使用のこと
【解決手段】洗濯は手洗い脱水機使用はしません自然乾
燥のみ
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
素材　高級ちりめん（丹後ちりめん、友禅ちりめん使用）
未使用の物を使います
【請求項２】
オリジナルのオリジナル　１点物です（柄は一つのみしか取りません）
【発明の詳細な説明】
【製法】
　丹後ちりめん友禅ちりめん未使用の物を利用
▲１▼　一枚布で縦３５～３６ｃｍ　横２２ｃｍ四方ピンキング（ほつれ防止の為）
▲２▼　中表にして縦に半分折りします

▲４▼　衿は正せねばなりませんので指を入れてきれいに仕上げます
▲５▼　ネックの部分は上止めとします（完全に止めてしまいますと携帯ティッシュが入
りません）
▲６▼　糸は木綿１００％の５０番ミシン糸（カタン糸）使用
　　　　ちりめんが白地に近ければ白糸、黒地でしたら黒糸使用
　　　　本体に使用
▲７▼　糸は絹１００％（カラー糸）３０番使用
　　　　これは一部に使用　２ヶ所のみ　ごく一部となります
▲８▼　Ｔシャツ型に折りましたら四方は並縫いです
▲９▼　衿（後部）は本体（身ごろ）に祭縫いで仕上げます
▲１０▼［図２］の上部　横一直線は半返し縫いで仕上げます
▲１１▼［図２］の中央　従一直線は半返し縫いで仕上げてあります
番号は▲１１▼が先で▲１０▼が後となります。
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月14日(2008.2.14)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【製法】
【０００１】
丹後ちりめん友禅ちりめん未使用の物を利用
【０００２】
一枚布で縦３５～３６ｃｍ　横２２ｃｍ四方ピンキング（ほつれ防止の為）
【０００３】
中表にして縦に半分折りします
【０００４】
上部１０ｃｍはＴシャツの袖部分になります
【０００５】
下部１ｃｍを残し１７ｃｍはＴシャツの身ごろとなり携帯ティッシュの出し入れ部分にな
ります（出し入れする部分のところは祭縫いです）
【０００６】
衿は正せねばなりませんので指を入れてきれいに仕上げます
【０００７】
ネックの部分は上止めとします（完全に止めてしまいますと携帯ティッシュが入りません
）
【０００８】
糸は木綿１００％の５０番ミシン糸（カタン糸）使用
ちりめんが白地に近ければ白糸、黒地でしたら黒糸使用　本体に使用
【０００９】
糸は絹１００％（カラー糸）３０番使用
これは一部に使用　２ヶ所のみ　ごく一部となります
【００１０】
Ｔシャツ型に折りましたら四方は並縫いです（折り紙のＴシャツです）
【００１１】
衿（後部）は本体（身ごろ）に身ごろがずれない為に祭縫いで仕上げます
【００１２】
〔図２〕の中央縦一直線は半返し縫いで仕上げます
【００１３】
〔図２〕の上部横一直線は半返し縫いで仕上げます
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】同ティッシュケースの表面図
【図２】同ティッシュケースの裏面図
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【図２】
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